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川越市民憲章
　先人の輝かしいあゆみにより、すばらしい歴史的遺
産をもつ川越。わたくしたちは、このまちに生きるこ
とに誇りをもって、さらに住みよい魅力あふれるまち
づくりをすすめていくことを誓い、ここに市民憲章を
定めます。

１ �郷土の伝統をたいせつにし、平和で文化の香りた
かいまちにします。

１ �自然を愛し、清潔な環境を保ち、美しいうるおいの
あるまちにします。

１ �きまりを守り、みんなで助けあう明るいまちにし
ます。

１ �働くことに生きがいと喜びを感じ、健康でしあわ
せなまちにします。

１ �教養をふかめ、心ゆたかな市民として、活力にみち
たまちにします。
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表紙写真について
大沢家住宅（国指定重要文化財・建造物）

大沢家住宅は、呉服太物を商っていた西村半右衛門（近江屋）が建てたもので、明治 26 年の川越大火の時
も焼け残り、川越商人に蔵造りを建てさせるきっかけになった建物の一つである。間口６間、奥行４間と大
きな店である。
外観の特色は、影盛が明治の大火以後の厚く重々しい物に比べ非常に薄く板状になっていること、比較的

小振りな棟などがある。
当家は、土蔵造りが定型化する以前の様式を伝えるもので、関東地方の町家でも古い方に数えられる貴重

な建物である。
近年、経年劣化や東日本大震災、更には大雪被害により朽損した屋根の部分修理を平成 26 ～ 27 年度に実

施した。
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は　じ　め　に

わが国における社会状況は、人口減少、少子高齢化の進行や高度情報化・グローバル化の進展など
により、急激に変化しております。教育分野においては、いじめや不登校の問題、家庭や地域の教育
力の低下などさまざまな課題が生じています。
川越市と川越市教育委員会では、平成 23 年２月に、川越市教育振興基本計画を策定し、「生きる力
と学びを育む川越市の教育」を基本理念に掲げ、その実現に向けて施策の推進に取り組んでまいりま
した。策定から５年が経過し、この間、教育を取り巻く社会状況は大きく変わりました。本市では、
これまでの成果と課題を踏まえ、更なる教育の充実を目指し、平成 28 年度から平成 32 年度を計画期
間とする第二次川越市教育振興基本計画を策定しました。この計画では、前計画の基本理念を継承し、
「次代を担いたくましく生きる児童生徒の育成」「ふれあいと思いやりのある地域社会の実現」「心豊か
で生きがいを持てる市民社会の実現」の３つの教育目標を定め、この目標に基づいて次の５つの方向
性を示しました。

１　生きる力を育む学校教育の推進
２　活力ある地域を創る生涯学習の推進
３　歴史文化の継承と新しい市民文化の創造
４　多文化共生と国際交流・協力の推進
５　生涯スポーツの推進

この５つの方向性を本市の教育行政の基本方針とし、毎年度、重点施策を定めるとともに、第二次
川越市教育振興基本計画の進行管理と併せ、事務事業の点検及び評価を行いながら、本市の教育行政
を総合的かつ計画的に推進してまいります。
変化の激しい社会の中で次代を担う子どもたちが、心豊かに成長するために、学校・家庭・地域が連携・
協力し、子どもたちの「生きる力」を育み、一人ひとりが思いやりや生きがいを持てる社会の実現に
向けた、さまざまな支援を行っていきたいと考えております。
本冊子は、平成 28 年度における本市の教育行政及び各教育機関の概要をとりまとめたものです。
市民の皆様及び関係各位におかれましては、本冊子をご活用のうえ、本市教育行政への理解をより
一層深めていただき、「生きる力と学びを育む川越市の教育」の実現に向けてご協力いただければ幸い
です。
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